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１．趣旨 

 本要領は、学校の統合再編に伴い閉校となった「旧つばさ南小学校、旧つばさ

北小学校」の有効活用を図るための具体的事項について定め、学校跡地（敷地、

校舎、建物等）の活用にあたっては、民間事業者が保有するノウハウや資金を最

大限に活かし、地域の活性化に資することを目的とする。 

 

２．対象施設の概要 

 （１）旧つばさ南小学校 

①所 在 地：埼玉県比企郡川島町大字白井沼９４５番地 

②用途地域：なし（都市計画法第３４条第１１号区域） 

③詳  細：下表のとおり 

※全体敷地敷面積等については、公簿上の面積であるが、敷地内の道水路

敷地の面積は除く。 

④図  面：以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 主要施設 建 築 年 
経過 

年数 
延床面積 構造／階数 

全体敷地面積等 

（建物・運動場計） 

旧つばさ南

小学校 

※廃校 

校舎 
1968年 

（Ｓ43） 
57年 1,730㎡ ＲＣ／2階 

10,444㎡ 

（建物敷地：

5,055㎡） 
体育館 

1980年 

（Ｓ55） 
45年 733㎡ ＲＣ／1階 

運動場 ― ― 6,033㎡ ― 

その他付

属施設 
― ― ― ― 一式 

【敷地平面図】 
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【各階平面図】 

＜校舎＞ 

＜体育館＞ 
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（２）旧つばさ北小学校 

①所 在 地：埼玉県比企郡川島町大字畑中３１番地 

②用途地域：なし（都市計画法第３４条第１１号区域） 

③詳  細：下表のとおり 

※全体敷地敷面積等については、公簿上の面積である。 

④図  面：以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 主要施設 建 築 年 
経過 

年数 
延床面積 構造／階数 

全体敷地面積等 

（建物・運動場計） 

旧つばさ北

小学校 

※廃校 

校舎 
1970年 

（Ｓ45） 
55年 1,706㎡ ＲＣ／2階 

11,366㎡ 

（建物敷地：

4,593㎡） 
体育館 

1980年 

（Ｓ55） 
45年 733㎡ ＲＣ／1階 

運動場 ― ― 7,400㎡ ― 

その他付

属施設 
― ― ― ― 一式 

【敷地平面図】 
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＜校舎＞ 

【各階平面図】 

＜体育館＞ 
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３．活用方針 

 学校跡地の活用については、学校が地域の中核的な公共施設であったことを

踏まえ、地域の活性化や振興発展の貢献のため、民間事業者による活用を図る

とともに、次に挙げる活用方針及び条件・資格を満たすこととする。 

 

【活用方針】 

「川島町学校跡地活用基本計画」及び以下に掲げる方針を基に、学校跡地活

用を図る。 

①まちづくりの課題解決につながり、地域の活性化に資すること。 

②地域の特性や地域資源を活用し、まちの魅力や価値向上につながること。 

③地域経済の好循環につながり、持続可能なまちづくりに資すること。 

 

４．民間事業者の活用条件・資格と募集方法 

 （１）活用条件 

  民間事業者が学校跡地を活用する際は、各種法令を遵守し、以下に掲げる

条件を満たすことを原則とする。 

【共通】 

①旧つばさ南小学校及び旧つばさ北小学校のいずれか１校、又はいずれもの

２校の活用とする。 

②敷地一体（土地・建物他含）の、売却又は貸付とする。 

売却又は貸付にあたっては、鑑定評価額及び固定資産台帳等に基づき算出

した「基準価格」を以下のとおり設定する。契約の際の売却又は貸付価格

は、提案された価格に基づき、協議の上設定する。なお、提案された価格

も審査の対象とし、事業内容を含めて総合的に審査・評価を実施する。た

だし、基準価格を下回る場合であっても、提案を受け付ける。 

施設名 
基準価格（円） 

売却 貸付（年） 

旧つばさ南小学校 １４７,７００,０００ ６,３３７,５８０ 

旧つばさ北小学校 １４４,５００,０００ ６,１６２,９１０ 

※売却：土地は非課税、建物は別途消費税等が課税 

税額計算式・・・買受希望価格×建物等の比率×消費税率 

建物等の比率   ①旧つばさ南小学校    ０．０２４ 

       ②旧つばさ北小学校     ０．０１７ 

 貸付：土地及び建物に係る額に別途消費税等が課税 

③本町の新たな財政負担を伴わないこと。また、以下に掲げる費用について

は、事業者の負担とする。 
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・契約に要する費用及び売却にあたっての建物登記及び所有権移転登記等

の費用 

・売却額完納後の公租公課その他の費用 

・土地の活用に伴い、境界確定、分筆等が必要な場合、その測量等にかか

る費用 

・当該施設の部分的な活用によって、事業者が活用しないスペースにおい

て関係法令に適合するための整備・改修が求められることとなった場合

の費用 

・活用事業に係る光熱水費等維持管理費用及び実費費用算定のための計量

機器等の設置に要する費用 

④体育館等は町の指定避難所に、運動場は指定緊急避難場所になっている

ため、災害時は協力すること。なお、学校跡地を活用する上で指定避難

所及び指定緊急避難場所の指定の変更を希望する場合は、町と協議する

こと。 

⑤提案事業は、本契約締結から１年以内に着手し、３年以内に提案事業を

開始すること。 

⑥施設整備及び運営にあたっては、地域住民との交流や連携を大切にし、

良好な信頼関係の形成や周辺の住環境への影響に配慮すること。また、

地域住民に対し事業説明を実施すること。 

⑦当該財産の活用について、議会に付すべき事項に該当する場合は、議会

の議決を要するため、議会において承認されない場合は、当該提案が採

用されない場合もある。 

⑧その他本要領に定めのない事項については、契約又は協議により定める

ものとする。 

 

【売却】 

①売却の場合は所有権移転の日から１０年間以上、提案事業を継続して実

施すること。なお、この期間において事業継続ができない場合は、町が

買戻す場合があること。また、この期間において、第三者に売却、貸付

する場合は、必ず事前に町に協議すること。 

②町は、契約の履行状況を確認するため、売却にあっては、契約締結日か

ら１０年間、必要に応じ使用状況を調査し、又は事業者から必要な報告

を求めることができる。 

③売却の場合に、事業者が契約を履行しない時は、売買代金の１００分の

３０に相当する金額を違約金として町に支払うこと。この場合におい

て、町長が必要と認める場合には、事業地の全部又は一部を当該事業者
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から買い戻すことができること。 

 

【貸付】 

①貸付における事業については、２０年以内の期間で実施すること。 

②賃貸借期間内に事業継続ができない場合は、必ず町に協議すること。 

③町は、契約の履行状況を確認するため、貸付にあっては、貸付期間内

に、必要に応じ使用状況を調査し、又は事業者から必要な報告を求める

ことができる。 

④貸付において、事業の実施にあたり事業者が必要な工事等を実施した場

合、貸付期間が終了した際は、無償で町に帰属する。なお、工事等を実

施する場合は、町と協議の上、実施すること。 

 

【その他】 

①建物は未登記である。また、延べ床面積については、文部科学省に提出

している学校施設台帳上の面積を基に算出している。そのため、売却に

際し、建物登記をした場合、面積が変更となる可能性がある。なお、貸

付の場合は、本要領の面積を基本とし、協議の上決定する。 

②敷地面積は、原則公簿面積とする。 

③旧つばさ南小学校敷地内に、公図上道水路敷地及び無地番等の土地があ

る。現在、地番が無いことから、表題登記等の手続を進めている。その

ため、登記完了後、公簿上の敷地面積が変動する可能性がある。 

④旧つばさ南小学校において、交通信号機専用柱の敷地として、０．３６

㎡を埼玉県警察本部に貸し付けている。そのため、事業実施の際は、本

敷地を除外する。 

 

（２）事業者の資格 

  ①資格要件（構成） 

学校跡地の活用にあたり、民間事業者の資格については、以下のいずれか

とする。なお、各種法令を遵守していることを前提とする。 

（ア）提案内容を実行できる意思と能力（運営力、財産力、資金等）を有す

る個人又は法人その他の団体の者。 

（イ）共同事業者（前号に掲げる者で、複数の個人又は法人その他の団体の

者で構成される事業者）で構成される者。 

 ※複数の事業者が共同で応募するためには、次の条件をすべて満さなけ

ればならないものとする。 

a 関係する事業者の中から代表者を１名選定すること。 
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b 関係する事業者が他の提案に係る構成員になっていないこと。 

c 関係する事業者の構成員を明らかにし、それぞれ果たす役割を書面に

より明確にできること。 

②資格要件（制限） 

 次の要件のいずれかに該当する者は、提案者及び構成員となることがで

きない。提案受付後においても同様の取扱いとする。 

（ア）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３に規定する公 

有財産に関する事務に従事する者 

（イ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

の規定に該当する者 

（ウ）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する者

で当該各号に該当する事実があった日から２年を経過していない者 

（エ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（オ）成年被後見人、被保佐人等契約を締結する能力を有しない者 

（カ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（裁判

所による更生手続開始又は再生手続開始が決定した者を除く。） 

（キ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７ 号）第２条第２号から第６号までに規定する者その他反社会的団

体及びそれらの構成員がその活動のために 利用する等公序良俗に反

する用に供する者 

（ク）宗教活動又は政治活動のための用に供する者 

（ケ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供する者 

（コ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

２条に規定する廃棄物を処理するための用に供する者 

（サ）国税及び地方税を滞納している者 

（シ）応募書類に不備又は不正のある者 

（ス）川島町工事施行規則（昭和２９年川島村規則第６号）第７条の規定に

より、町の一般競争入札に参加することができない者 

（セ）当該案件の公告日から第一次審査日までの期間に、川島町建設工事等

の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置

を受けている者 

（ソ）その他町長が適当でないと認める者 
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（３）募集方法 

   公募型プロポーザル方式により選定する。 

 

５．募集に関する事項 

（１）事業実施候補者の選定概要 

 民間事業者からの事業提案に基づき、書類審査及びプレゼンテーションによ

り、事業実施候補者を選定する。選定された事業実施候補者と協定を締結の

上、事業化の実現に向けて協議する。ただし、事業実施に関する本契約につい

ては、協議が整った場合のみ締結する。 

 

（２）選定スケジュール 

日程 内容 

令和８年１月 ５日（月） 募集要領等の公告 

令和８年１月１９日（月） 募集要領等に関する質問の提出期限 

令和８年１月２３日（金） 募集要領等に関する質問の回答期限 

令和８年１月３０日（金） 参加意向表明書 

事業提案書の提出期限 

令和８年２月 ４日（水） 第一次審査（書類） 

令和８年２月 ６日（金） 第一次審査結果通知・公表 

令和８年２月１８日（水） 第二次審査（プレゼンテーション） 

令和８年２月２４日（火） 第二次審査結果通知・公表 

令和８年３月中旬 協定締結 

 

（３）募集期間 

令和８年１月５日（月）午前９時～ 

令和８年１月３０日（金）午後５時 

 

（４）募集要領等に関する質問の提出、回答の公表 

本要領に関する質問は、必ず応募者が「質問書」に質問の内容を簡潔にまと

めて記入の上、メールにより質問すること。 

①受付期限 令和８年１月１９日（月） 

②受付方法 電子メール（他の方法は不可） 様式は任意 

※メールの件名に【廃校提案質問】と記し送付すること。 

③回答期限 令和８年１月２３日（金） 

④回答方法 町ホームページで公表 

⑤その他  質問の回答は、本要領等の追加、修正として取り扱うものと 

する。 
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（５）現場確認について 

現場説明会は行わない。 

現場を確認したい場合は、事務局へ連絡した上で実施を可能とする。 

 

（６）事業提案書類等の提出 

応募者は、事業提案に必要な書類を以下のとおり提出する。 

①提出期限  令和８年１月３０日（金）１７：００まで 

②提出場所  川島町役場 政策推進課 政策・財政グループ 

        〒３５０－０１９２  

埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林８７０番地１ 

メール：seisaku@town.kawajima.saitama.jp 

③提出方法  窓口で直接提出 又は メールで提出 

※１ 窓口提出の場合は以下の部数を提出すること。 

※２ メールの場合、メールの件名に【廃校提案：会社名】と記し送信す

ること。 

④提出書類 

     書類 特記事項 様式 部数 

１ 参加意向表明書  様式１ １ 

２ 参加資格確認申請書兼誓約書  様式２ １ 

３ 参加者連絡先一覧表  様式３ １ 

４ 事業者等の概要  任意 ２１ 

５ 法人登記簿謄本 

個人の場合は住民票 

提出日の３ヶ月以内

のもの 

－ １ 

６ 事業提案書  任意 ２１ 

７ 事業者の事業報告書 直近３年分 任意 ２１ 

８ 事業者の収支決算書 直近３年分 任意 ２１ 

９ 事業者の決算関係書類 

 

直近３年分の財務諸

表（賃借対照表、財

産目録、損益計算書

等） 

個人の場合は不要、

ただし、事業所得の

申告を行っている場

合は確定申告書の写

し及び収支内訳書当

附属書類３年分 

任意 ２１ 

10 国及び地方税の納税証明書 未納がないことを証

明するもの 

提出日の３ヶ月以内

のもの 

－ １ 
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（７）審査の方法 

 審査は、川島町政策推進課（以下、「事務局」という。）及び公共施設マネジ

メント担当者により構成される町内検討委員会（以下、「委員会」という。）に

おいて、以下のとおり審査し、事業実施候補者を決定する。 

  ①第一次審査 

（ア）令和８年２月４日（水）に実施する。 

（イ）事務局において、別紙『旧つばさ南・旧つばさ北小学校跡地の活用に

関する公募型プロポーザル評価基準』（以下、「評価基準」という。）

に基づき審査を行う。 

（ウ）第一次審査通過者には、第二次審査（プレゼンテーション）を実施す

る。 

  ②第二次審査（プレゼンテーション） 

（ア）令和８年２月１８日（水）に実施する。 

（イ）実施場所及び時間は、第一次審査の結果通知と併せて通知する。 

（ウ）説明の順番は、事務局において、くじ引きにより定める。 

（エ）時間は各参加者３０分（説明１５分、質疑応答１５分）とする。 

（オ）出席者は、事業の主として担当となる予定の者（主たる担当者を含む

４名以内）とする。 

（カ）説明には、提出している事業提案書を使用する。 

（キ）事務局及び委員会により、評価基準に基づき審査を行う。 

（ク）第二次審査に係る機器のうち、プロジェクター及びスクリーンは事務

局にて用意する。その他必要なものは、参加者が用意する。 

 

（８）事業実施候補者の選定方法 

事業実施候補者の選定については、提出された事業提案書等及びプレゼンテ

ーションの内容を、評価基準に基づき算出される総合評価点を基に、事務局及び

委員会において総合的に判断し、適していると認められる者を事業実施候補者

として選定する。なお、事業実施候補者の選定は、１者とは限らない。 

 

（９）第二次審査の結果通知等について 

第二次審査結果は、参加者に文書による通知及び川島町ホームページに公表

する。ただし、総合評価点については公表しない。また、審査に対する要求や

結果の内容に関する疑義、異議申立、質問等は一切受け付けない。 

  

（10）事業実施候補者選定から事業化までについて 

審査により選定された事業実施候補者と事業化に向けた協議を実施していく

上で、協定書を締結する。協定締結後、随時協議を重ね、事業の実現を目指

す。なお、事業実施候補者が、事業実施候補者選定から協定及び事業実施契約

の締結までに、以下の事由に該当した場合は事業化を取りやめとする。また、

事業実施に関する本契約については、協議が整った場合のみ締結する。 
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①私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）第３条、第８条第１項第１号若しくは第１９条に違反し公正取引委員

会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違

反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。 

②贈賄・談合等著しく町との信頼関係を損なう不正行為の容疑により、個人若

しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を

提起されたとき。 

 

（11）その他 

①事業提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

②提出期限以降における提出資料の差し替え及び再提出は、原則として認め

ない。ただし、事務局が認めた場合はこの限りではない。 

③追加資料の提出 

事務局は、必要と認めた場合、追加資料の提出を要求することがある。 

④提出資料の取扱い 

（ア）提出された事業提案書等は返却しない。 

（イ）提出資料の著作権は、参加者に帰属する。ただし、事業者選定結果の 

公表等この事業に関し必要と認められる用途については、事業提案書

の一部又は全部を無償で使用できるものとする。 

（ウ）提出書類は、審査を行う作業に必要な場合において、その一部又は全部

を使用（複製、転記又は転写等）することができるものとする。 

⑤参加者の複数提案の禁止 

参加者は、１つの提案のみ行うことができる。 

⑥虚偽の記載をした場合 

参加者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、参加を無効とするととも 

に、虚偽の記載をした者について、損害賠償の請求等の措置を講じること 

がある。 

 

（12）担当窓口（問合せ先） 

〒３５０-０１９２  埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林８７０番地１ 

事務局 川島町 政策推進課 

電  話：０４９－２９９－１７５２ 

ＦＡＸ：０４９－２９７－６０５８ 

※土日祝日、年末年始の対応は除く 

 

 

 

 

 

 


